
 

龍ケ崎市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年３月２５日 

                                              龍ケ崎市長 萩 原  勇 

      

龍ケ崎市条例第１０号 

龍ケ崎市介護保険条例の一部を改正する条例 

龍ケ崎市介護保険条例（平成１２年龍ケ崎市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（保険料率） 

第２条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、

次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する者をい

う。以下同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 令第３９条第１項第１号に掲げる者 ３１，１００円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４６，９００円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４７，２００円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６１，６００円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６８，５００円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ８２，２００円 

 ア    省  略  

 イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第

２項に規定する要保護者をいう。以下同じ。）であって、その者が

課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたな

らば保護（同法第２条に規定する保護をいう。以下同じ。）を必要

としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る

部分を除く。）、次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１ 

（保険料率） 

第２条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、

次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する者をい

う。以下同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 令第３９条第１項第１号に掲げる者 ３０，７００円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４６，１００円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４６，１００円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５５，３００円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６１，５００円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ７３，８００円 

 ア    省  略 

 イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第

２項に規定する要保護者をいう。以下同じ。）であって、その者が

課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたな

らば保護（同法第２条に規定する保護をいう。以下同じ。）を必要

としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る

部分を除く。）、次号イ、第８号イ又は第９号イに該当する者を除 

 

（写） 



 

１号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

(7) 次のいずれかに該当する者 ８９，０００円 

ア    省  略 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次

号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当

する者を除く。） 

 (8) 次のいずれかに該当する者 １０２，７００円 

ア    省  略 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次

号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除

く。） 

 (9) 次のいずれかに該当する者 １１６，４００円 

ア 合計所得金額が３２０万円以上４２０万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次

号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

 (10) 次のいずれかに該当する者 １３０，１００円 

ア 合計所得金額が４２０万円以上５２０万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次

く。） 

(7) 次のいずれかに該当する者 ７９，９００円 

ア    省  略 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次

号イ又は第９号イに該当する者を除く。） 

 

(8) 次のいずれかに該当する者 ９２，２００円 

ア    省  略 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は

次号イに該当する者を除く。） 

 

(9) 次のいずれかに該当する者 １０４，５００円 

ア 合計所得金額が３２０万円以上４３０万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該

当する者を除く。） 

 

 

 

 

 

 



 

号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

 (11) 次のいずれかに該当する者 １４３，８００円 

  ア 合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は

次号イに該当する者を除く。） 

 (12) 次のいずれかに該当する者 １５７，５００円 

ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該

当する者を除く。） 

 (13) 前各号のいずれにも該当しない者 １６４，４００円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和６年度から令和８年度までにおける保険料率は、同号の規定

にかかわらず、１９，５００円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保

険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までにおける保険料

率について準用する。この場合において、前項中「１９，５００円」

とあるのは、「３３，２００円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までにおける保険

料率について準用する。この場合において、第２項中「１９，５００

円」とあるのは、「４６，９００円」と読み替えるものとする。 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10) 前各号のいずれにも該当しない者 １１６，８００円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和３年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、１８，

４００円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保

険料の減額賦課に係る令和３年度における保険料率について準用す

る。この場合において、前項中「１８，４００円」とあるのは、「３０，

７００円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和３年度における保険料率について準用す

る。この場合において、第２項中「１８，４００円」とあるのは、「４

３，０００円」と読み替えるものとする。 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場 



 

 合） 

第４条    省  略 

２      省  略 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定する

老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。）、

ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ若しくは第５号ロ又は

第２条第１項第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、

第１１号イ若しくは第１２号イに該当するに至った第１号被保険者に

係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月

割りにより算定した当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該該当

するに至った日の属する月から第２条第１項第１号から第１２号まで

のいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合

算額とする。 

４      省  略 

 合） 

第４条    省  略 

２          省  略 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定する

老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。）、

ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ若しくは第５号ロ又は

第２条第１項第６号イ、第７号イ、第８号イ若しくは第９号イに該当

するに至った第１号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至

った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第１号被保険

者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から第２条

第１項第１号から第９号までのいずれかに規定する者として月割りに

より算定した保険料の額の合算額とする。 

 

４      省  略 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の龍ケ崎市介護保険条例第２条の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前

の例による。 


